
業務仕様書 

１．業務名称 

令和８年度から令和 11 年度までにおける大阪急性期・総合医療センターにおける人工心肺装

置の保守点検業務 

 

２．履行場所 

大阪府大阪市住吉区万代東 3 丁目 1 番 56 号 

大阪急性期・総合医療センター 手術室内 

 

３．履行期間 

令和８年４月１日から令和 12 年３月 31 日まで 

 

４．対象機種 

泉工医科工業社 人工心肺装置（HASⅢ） １式 

リヴァノヴァ社 ヒータークーラーシステム 1 式 

 

５．実施内容 

(1)定期保守点検 

①受託者は、発注者の指定する日に技術員を派遣し、保守点検を行う。 

②点検実施回数は年１回（契約期間中合計４回）とし、実施日は発注者と受託者の協議の上定

める。 

③点検対応時間は原則、月曜日から金曜日/9：00～17：30 とする。 

(2)緊急点検修理 

①受託者は定期保守点検とは別に、発注者の要請によりその都度、技術院の派遣等の対応を行

う。 

②電話対応及び修理対応は、24 時間 365 日とする。 

(3)費用負担 

以下の項目については本契約に含まれるものとする 

①消耗品を除く、標準部品及び修理部品 

②修理用作業費（出張費含む） 

③点検用作業費（出張費含む） 

④電話による修理サポート費 

(4)その他 

①誤った使用に起因する故障及び損傷の修復は本契約の対象外とする。 

②受託者の技術者以外による改造、または修理に起因する損傷の修復は本契約の対象外とする。 

③天災等の不可抗力に起因する損傷は本契約の対象外とする。 

④輸送、移動、落下等により発生した損傷は本契約の対象外とする。 



⑤不適切な設置、電源・空調などの機器設置条件により発生した損傷は本契約の対象外とする。 

 

６．報告業務 

受託者は、定期保守点検及び緊急点検修理を実施した時は、完了後速やかに発注者に対し報告

書を提出し、発注者の検査を受けること。 

 

７作業環境の保持 

発注者は、受託者が保守業務を遂行できるように、以下の条件を常に保証する。 

①受託者の作業員が装置の設置場所に立ち入り、発注者の業務に支障の無い程度で作業が実施で

きること。 

②定期点検など計画作業について予め発注者及び受託者の間でその予定を定めた場合、その時間

帯に装置が使用されていないこと。 

③通常の保守作業に必要な電源等は発注者の負担において提供すること。 

④作業中に発注者の確認が必要な場合、速やかに受託者の要請に応じること。 

 

８その他 

本仕様書に定めのない事項については、発注者と受注者との協議の上、定めることと 

する。 


